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輸入食品の輸入食品の安全確保安全確保についてについて

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

主要先進国の総合食料自給率（カロリーベース）
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100

186万件

3,378万トン

食品等の輸入届出件数・重量推移

食品等の輸入の状況（平成17年）

2,978,081

2,903,475

23,716,170

輸入重量
33,781,652

トン

畜産食品，畜産加工食品

水産食品，
水産加工食品

農産食品，
農産加工食品

その他の食料品
1,606,147

飲料
1,458,057

食品添加物
363,210

器具
646,216 容器包装

79,653 おもちゃ
30,643
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食品等輸入届出窓口 ３１検疫所 ●

検査課を有する ６検疫所 ◎

輸入食品・検疫検査センター ★

食品等輸入相談室 １２検疫所

食品衛生監視員 ３１４名
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小樽

千歳空港

仙台

仙台空港

東京（衛生・食品監視課）

東京（食品監視第二課）

千葉

東京空港

川崎

成田空港

新潟

横浜

輸入食品・検疫
検査センター

名古屋

中部空港

四日市

清水

大阪

関西空港

神戸（衛生・食品監視課）

神戸（食品監視第二課）

輸入食品・検疫
検査センター広島

境

広島空港

那覇

那覇空港

◎

福岡

門司

下関

福岡空港

長崎

鹿児島

食品等輸入届出窓口配置状況

※平成18年12月現在
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平成１８年度
３１４名

平成元年度
８９名

平成元年度
８９名

検疫所の食品衛生監視員年度推移

平成１９年度(案)
３３４名

平成１９年度(案)
３３４名
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決められた採
取方法で採取

開始

検体の受付

温度計

検体受付
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理化学検査の流れ

抽出・
精製

機器分析

粉砕・均一化

輸入食品の監視指導の
基本的な考え方

食品安全基本法→食品の安全確保は、国の内

外における食品供給行程の各段階において適

切な措置を講じることにより行う

３段階での適切な対応が必要

輸出国における対策

水際（輸入時）での対策

国内流通時での対策
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輸入食品監視指導計画

改正食品衛生法により既に策定された監視指導

指針に基づき策定（Ｈ１５．８．２９）

具体的な内容

重点的に監視指導を実施すべき項目

輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施

に係る指導に関する事項

毎年度、当該計画を定め、公表

策定にあたっては、広く国民の意見を求める

監視指導の結果を公表

輸
出
国

輸
出
国

輸
入
時

輸
入
時

国

内

国

内

合格

回収・廃棄
又は

積み戻し

消費者

検査命令 モニタリング検査 自主検査の指導

輸入時の検査体制

輸出国における衛生対策
・農薬等の使用管理
・証明書の発給
・輸出前検査等

二国間協議
わが国の食品衛生規制を遵守
するよう要請

必要に応じ現地調査

輸入食品の監視体制等の概要輸入食品の監視体制等の概要

過去の違反事例
輸出国の情報
原料・製造方法等

違
反
情
報

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

海外における食品安全情報の収集

輸入相談等の事前指導

輸入者の自主管理の推進

違反発見時の通報都道府県等監視指導計画に基づく
都道府県等の収去検査

検疫所における届出審査

不合格
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食品等の輸入の届出

食品等を輸入しようとする者は厚生労働大臣に

届出なければならない（食品衛生法第２７条）

輸入者の氏名、住所

食品等の数量、重量

使用されている添加物の品名

加工食品の原材料、製造又は加工方法

等

届 出 事 項

輸入時における検査制度

検査命令

食品衛生法の不適格の可能性が高い食品等

輸入者が費用負担、試験結果判明まで留置き

モニタリング検査

年間計画に基づく検査

平成１８年度 ７万８０００件

試験結果の判明を待たずに輸入可能

その他の検査

自主検査の指導



8

包括輸入禁止

検査命令

モニタリング強化

モニタリング
指導検査等

違
反
の
蓋
然
性

高

低

輸入時の検査体制の概要

１９万件

１８７万件

平成17年度

検査総数／届出件数

平成１平成１８８年度年度 輸入食品監視指導計画輸入食品監視指導計画

監視結果（中間報告）監視結果（中間報告）

年度途中、年度終了後、計画に基づく監視結果を公表
（本年度は平成１８年４月～９月までの結果を１１月に公表）

１．届出・検査・違反状況
届出件数･･･９２３，９６８件、検査総数･･･９４，９２０件（検査率１０．３％）

違反件数･･･６２９件

２．主な違反事例
３．モニタリング検査実施状況

計画数約７８，０００件に対し、実施率約５２％（平成１８年４月～９月）

４．モニタリング検査強化対象品目
２０カ国・１地域 ５６品目

５．検査命令移行品目
１０カ国・１地域 ２２品目

６．主な検査命令対象品目、違反状況
対象品目数：全輸出国１５品目及び２８カ国・１地域の１４９品目

（平成１８年９月３０日現在）
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おもな食品衛生法違反内容（平成１８年度中間報告）

658（延数）

629（違反届出件数）
計

器具・容器包装の規格基準違反
原材料の材質別規格違反

1.812
規格基準に違反す
る器具・容器包装
の販売等の禁止

18

野菜及び乾燥野菜の成分規格違反（農薬の残留基準違反）
水産物及びその加工品の成分規格違反（抗菌性物質の含有）
冷凍食品の成分規格違反（一般生菌数、大腸菌、大腸菌群）
添加物の使用基準違反：ソルビン酸、安息香酸等
過量残存：乾燥野菜の二酸化硫黄等

66.0434
規格基準に違反す
る食品等の販売等
の禁止

11

サイクラミン酸、ポリソルベート、TBHQ、アゾルビン等の指定
外添加物を使用した加工食品

8.556
指定外添加物の
販売等の禁止

10

とうもろこし、落花生、ハトムギ、ピスタチオナッツ、とうがらし
（香辛料等）等のアフラトキシンの付着、有毒魚の混入、下痢
性・麻痺性貝毒の検出、キャッサバ等によるシアン化合物の含
有、米の輸送時における事故による腐敗・変敗・カビの発生等

23.7156
有毒・有害物質等
を含有する食品等
の販売等の禁止

6

主な違反内容
構成比

(%)
違反
件数

違反条文

※ 平成１８年４月～９月分集計

輸出国に対する衛生対策強化要請例輸出国に対する衛生対策強化要請例

インドネシア産えび（動物用医薬品）

エクアドル産カカオ豆（残留農薬）

ガーナ産カカオ豆（残留農薬）

台湾産マンゴー（残留農薬）

中国産養殖うなぎ（動物用医薬品）

中国産ウーロン茶、しいたけ、ねぎ（残留農薬）

ベトナム産いか、えび（動物用医薬品） 等
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ポジティブリスト制度を踏まえた検査体制の整備ポジティブリスト制度を踏まえた検査体制の整備

検査官１４名増員

検疫所の食品衛生監視員数

Ｈ１７年度 ３００名 → Ｈ１８年度 ３１４名

検査機器の増設

モニタリング検査項目の拡充

①残留農薬

約200項目 → 約450項目

②残留動物用医薬品等

約60項目 → 約110項目

③畜水産食品の残留農薬

3項目 → 約60項目

モニタリング検査項目選定の基本的考え方モニタリング検査項目選定の基本的考え方

① 汎用性が高い項目

② 毒性が高い項目

③ 過去の輸入時検査における検出事例

④ 諸外国における検出事例

⑤ 一斉分析法の活用 等
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ポジティブリスト制度施行後における輸入食品の違反実績ポジティブリスト制度施行後における輸入食品の違反実績
（速報値：平成（速報値：平成1818年年66月月11日～日～1111月月3030日までの違反確定分）日までの違反確定分）

12従来基準

119計

6従来基準

97不検出基準

12一律基準

4新基準

残留動物用医薬品

264計

118一律基準

134新基準

残留農薬

違反件数基準分類

4.419.84.5残留動物用医薬品

9.344.04.8残留農薬

比率
H18年度の1ヵ月
違反平均件数

H17年度の1ヵ月
違反平均件数

（参考）

ポジティブリスト制度
施行後の違反実績
前年度比較

ポジティブリスト制度施行後における輸入食品のポジティブリスト制度施行後における輸入食品の国別国別違反実績違反実績
（速報値：平成（速報値：平成1818年年66月月11日～日～1111月月3030日までの違反確定分）日までの違反確定分）

その他

中 国

その他

中 国

ベトナム

中 国

フランス

119計

2

4
従来基準

20

21

56

不検出基準

12一律基準

4新基準

動物用医薬品

2その他

3  中 国

19その他

7タ イ

42中 国

19その他

23台 湾

42中 国

パラグアイ

エクアドル

ガーナ

国名

7

従来基準

264計

50

一律基準

50

新基準

残留農薬

違反件数基準分類
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ポジティブリスト制度施行後における輸入食品のポジティブリスト制度施行後における輸入食品の品目別品目別違反実績違反実績
（速報値：平成（速報値：平成1818年年66月月11日～日～1111月月3030日までの違反確定分）日までの違反確定分）

17うなぎ

その他

花粉加工品

その他

えび

いか

うなぎ

うさぎ肉

119計

3

3
従来基準

13

30

37

不検出基準

12一律基準

4新基準

動物用医薬品

5その他

48その他

7大粒落花生

10ニンニクの茎

43その他

17ウーロン茶

21マンゴー

小粒落花生

カカオ豆

カカオ豆

品目名

7
従来基準

264計

53

一律基準

53

新基準

残留農薬

違反件数基準分類

ポジティブリスト制度施行後における輸入食品のポジティブリスト制度施行後における輸入食品の検査項目別検査項目別違反実績違反実績
（速報値：平成（速報値：平成1818年年66月月11日～日～1111月月3030日までの違反確定分）日までの違反確定分）

12エンドスルファン

14メタミドホス

15トリアゾホス

テトラサイクリン

オキシテトラサイクリン

その他

AOZ

クロラムフェニコール

ロイコマラカイトグリーン

スルファジメトキシン

119計

2
4

従来基準

11
29
57

不検出基準

12一律基準

4新基準

動物用医薬品

5その他

49その他

9アセトクロール

10ピリメタニル

24その他

20ピリミホスメチル

21シペルメトリン

シペルメトリン

2,4-D

クロルピリホス

検査項目

7
従来基準

264計

50

一律基準

28

新基準

残留農薬

違反件数基準分類
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平成１平成１９９年度年度
輸入食品監視指導計画（案）輸入食品監視指導計画（案）

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

輸入時に重点的に監視指導を輸入時に重点的に監視指導を
実施すべき項目実施すべき項目

輸入届出時における法違反の有無のチェック

輸入届出、輸出国政府の証明書

輸入者からの報告徴収

輸入時モニタリング検査の実施

平成１７年度 ７万７千件

平成１８年度 ７万８千件

平成１９年度（案） ７万９千件

モニタリング検査等で違反が発見された場合は、

輸入時の検査を強化
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輸入食品のモニタリング検査の考え方輸入食品のモニタリング検査の考え方

モニタリング検査に必要な検体数は、統計学的に一定

の信頼度で違反を検出することが可能な検査数を基

本としている。

（例）９５％信頼度 → 違反率１％ → ２９９件

諸外国においては、上記考え方を基本として、検査を

実施。

我が国においても、これを基本とし、さらに過去の違反

率、輸入件数、重量、違反内容の重要度を勘案し、食

品群毎に検査件数を設定。

直ちに

検査命令

直ちに

検査命令

厚生労働大臣による検査命令厚生労働大臣による検査命令

検査命令発動の要件検査命令発動の要件

輸出国の再発防止策の確立等違反食品が輸出される

ことのないことが確認された場合等検査命令解除検査命令解除

同一の生産国又は製造者並びに加工者からの

同一の輸入食品（例：O-157、アフラトキシン等）

残留農薬

動物用医薬品

残留農薬

動物用医薬品
１回目
の違反

モニタリング検査

率をアップ
複数回
の違反

違反の蓋然性

が高いと判断

検査命令

違反の蓋然性

が高いと判断

検査命令

健康被害の発生 健康被害発生の恐れ
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海外情報に基づく緊急対応海外情報に基づく緊急対応

海外における食品安全情報の積極的な収集

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部

食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課

問題の食品が我が国に輸入されている場合には、

流通状況調査、回収、輸入時検査強化

具体例： イタリア産ナチュラルチーズ（リステリア菌汚染）等

輸出国における衛生対策の推進輸出国における衛生対策の推進

我が国の食品衛生規制の周知

輸入食品監視指導計画及びその結果に関する英語版

情報の提供

食品衛生規制に関する英語版情報の提供

在京大使館、輸入者等への情報提供

二国間協議、現地調査等

違反原因の究明、再発防止対策の確立の要請

現地調査による輸出国における生産段階での衛生対策

の検証

輸出国への技術協力
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輸入者に対する基本的指導事項輸入者に対する基本的指導事項

・保存基準の遵守
・事故の有無

・製造工程、原材料等
に変更がないこと
・定期的な試験検査に
よ る 成 分 規 格 等 の
適合の確認

・ 製造工程、製品に
使用されている原

材 料 及 び 添 加 物
の 正 確 な 名称 ・ 割
合 等 の 生 産・ 製造
者への確認

・規格基準不適合

（清涼飲料水、食

肉製品、冷凍食品

等）

食品等一般
（共通事項）

・収穫後における
農薬の使用の
有無

・収穫前、収穫後にお
ける農薬の適正な用
法、用量の遵守

・定期的な試験検査に
よる残留農薬の確認

・農薬の使用状況・残留農薬
（生鮮品、簡易加
工品等）

農産物及び
その加工品

・動物用医薬品、飼料
添加物の適正な用法、
用量、休薬期間等の
遵守

・動物用医薬品、飼
料 添 加 物 の 使 用
状況

・残留動物用医薬
品、飼料添加物

畜産物及び
その加工品

輸送及び保管時
の確認事項

定期的確認事項

(初回輸入時を含む)
事前の確認事項

輸入時における
危害要因等

（代表的な事例）

輸入者への自主的な衛生管理の輸入者への自主的な衛生管理の
実施に係る指導実施に係る指導

基本的指導事項を踏まえ、輸入前指導の実施（特に初

めて輸入する食品の場合や違反事例のある食品）

輸入前指導による違反発見→改善指導、輸入見合わ

せ指導

自主検査の指導

記録の保存

輸入者、通関業者、倉庫業者への食品衛生に関する知

識の普及啓発
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違反が判明した場合の対応違反が判明した場合の対応

輸入者に対し、積み戻し又は廃棄等を指示（国内流通の場合

には、関係の都道府県等と連携し、回収等の措置を講じる）

都道府県等により違反輸入食品の発見→当該情報に基づき

輸入時の検査強化

違反のあった輸入者に対する措置

原因究明の調査

同一製品を再度輸入する場合にあっては、サンプル品の検査等

による改善が図られていることの確認

違反を繰り返す輸入者に対する営業の禁・停止

輸入食品の違反情報の公表（ホームページ）

輸入時の監視強化

モニタリング検査計画 ７万９千件 （平成１８年度 ７万８千件）

BSEの問題に係る対日輸出牛肉の安全性確保

現地調査結果及び輸入時の検査結果等を踏まえ、重点的、効率的

かつ効果的な検査体制を確保し、輸出国政府が管理する対日輸出

プログラムの遵守状況を引き続き検証していく。

ポジティブリスト制度を着実に実施するためのモニタリン

グ検査項目の拡充

平成１平成１９９年度輸入食品監視指導計画の年度輸入食品監視指導計画の
主な改正（強化）点主な改正（強化）点
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http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html

厚生労働省 食品安全情報 緊急情報

食の安全に関するQ&A

食の安全に関するリスクコ
ミュニケーションの取り組み

分野別施策

食中毒

食品添加物

食品中の残留農薬・動物
用医薬品・飼料添加物

牛海綿状脳症（BSE）

遺伝子組換え食品

健康食品

輸入食品

・
・
・

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html

輸入食品監視業務ホームページ 食品衛生法に基づく輸入手
続について

輸入食品監視指導計画

検疫所あて通知

検査命令

モニタリング検査

輸出国公的検査機関リスト

違反事例情報

・
・
・
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国立医薬品食品衛生研究所の
食品に関する情報

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/index.html

食品安全情報

トピックス

各国の農薬・動物用医薬品
の残留基準（MRL）リンク集

各国の農薬・動物用医薬品
の残留モニタリング報告書
等リンク集

食品中の化学物質関連情
報

食品中の微生物関連情報

・
・
・


